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一般社団法人 日本電設工業協会 
関東支部所属 各協会代表者 様 

一般社団法人 日本電設工業協会関東支部 
関東支部長 土屋 忠巳 
（ 公 印 省 略 ） 

「働き方改革の推進申入れ」について 

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 
ご承知のとおり、２０２４年４月より、「働き方改革推進」のための労働基準法の改正内容

が、建設業にも適用されております。貴協会会員各社におかれましても、これまで就労環境の改
善と生産性向上に取り組んでこられたことと思います。 
時間外労働の上限規制への対応に向け、本年度においても（一社）日本電設工業協会（以下

「電設協」と言う）では、（一社）日本空調衛生工事協会と共に、（一社）日本建設業連合会など
発注者となりうる企業が所属する団体に働き方改革への取組みのための申入れを進めてきたとこ
ろです。 
 加えて、発注者に理解を求めるには案件ごとの申入れが必要であることから、電設協では「働
き方改革の推進について」と題したチラシを作成し、会員企業にこれを活用しての申入れ活動を
お願いしているところです。 
 当支部としましても、電設協で作成したチラシを活用して、工事単位ごとに、見積提出時等で
の申入れに活用してください。 
また、チラシは、工事現場の事務所等へポスターとして掲示をすることで、現場単位のゼネコ

ン担当者等の理解促進と共に作業員の意識付けにも活用できます。
つきましては、貴協会会員各社へ、チラシのご活用に関しまして、周知方よろしくお願い申

し上げます。 

添付資料 
・令和６年度における「働き方改革の推進申し入れ」活動の周知について
・資料 1 共同要請文書
・資料 2 共同要請の結果メモ (提出版)働き方改革に関する共同要請について
・資料 3 働き方改革の推進申し入れ活動のお願い

以上 



事 務 連 絡 

令和６年１１月１９日 

支部長 各位 

（一社）日本電設工業協会 

会長  文挾 誠一 

令和６年度における「働き方改革の推進申し入れ」活動の周知について 

平素は、当団体の活動にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

昨年度から「働き方改革の推進申し入れ」活動を実施していただき、誠にありがとうご

ざいます。 

令和６年４月１日より、「働き方改革推進」のための労働基準法の改正内容が、建設

業にも適用されております。このため。本年度においても、本部として建設業三団体に

対し（一社）日本空調衛生工事業協会とともに資料１のとおり共同要請を行ったところ

です。共同要請の結果として、資料２のとおり共同所感を作成して公表しております。

各支部、団体会員が実施されている工事発注機関、建築業界団体等との意見交換会等に

おいてご活用ください。 

また、本年度においても、当協会の会員に「働き方改革の推進申し入れ」を行ってい

ただくことといたしましたので、資料３を協会ホームページに掲載しますので、ご承知

おきください。 
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令和６年１１月 

働き方改革に関する共同要請について 

電設協 

日空衛 

１ 概要 

 働き方改革に関する電設協・日空衛の共同要請については、昨年４月に、

主要な公共工事の発注者である国土交通省、防衛省並びに主要な民間発注者

団体、総合建設業団体に対し、建設資材価格、エネルギー価格の急騰等によ

り、当初契約に定めた契約内容では工事施工が困難になりつつあるとの認識

の下、請負金額の変更受入、適正な工期設定（契約変更を含む）とともに、

本年４月からの働き方改革関連法の全面施行を見据え、完全週休二日制の実

現、時間外労働の上限規制をクリアできる工期の確保、工程遅延が生じた場

合の工期延長の受入等について行ったところである。 

 今年度については、４月から時間外労働の罰則付き上限規制が適用となっ

たことを踏まえ、総合建設業団体に対し、土日一斉閉所運動の継続実施とと

もに、完全週休二日が実現可能な工期の確保、建物躯体の完成時期や受電日

程など重要工程の明記とその遵守、早期のスケジュール決定とその遵守、各

種会議、打ち合わせの効率化等長時間労働の是正に向けた要請活動を行った

ところである。 

２ 今年度の要望活動についての所感 

 今年度の要望活動は、９月１９日 全国建設業協会 今井会長、１０月２

１日 日本建設業連合会 宮本会長に対して行った（全国中小建設業協会は

専務理事対応で１０月１日に実施）。 

 両会長からは、同じ建設業として課題は共通であり、協力して進めていき

たい旨の回答があった。 

 特に、宮本会長からは、持続可能な建設業のために同じ環境で働くものと

して Win-Win の関係を構築したい旨の発言があった。 

 両協会としては、引き続き連携して、働き方改革の推進を図っていくこと

としている。 

（以上） 
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適正工期の確保

閉所は計画的に 4 週 8 閉所

仕様の早期決定

目指せ　4週8閉所

※違反には刑事罰適用の恐れあり（6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金）※違反には刑事罰適用の恐れあり（6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金）

令和6年4月より、建設業にも時間外労働の
規制強化が適用されています。

後工程へのご配慮をお願いします

令和6年4月1日以降、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間
となり、災害復旧等の特別の事情がなければこれを超えることができません。
令和6年4月1日以降、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間
となり、災害復旧等の特別の事情がなければこれを超えることができません。

「労務費の適正な転嫁のための価格交渉に関する指針」の遵守をお願いします
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